
 
 
 

付 議 第 ２ 号 
 
 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律 
の整備に関する法律の施行による地方公務員法の一部改正に伴う関係条例 
の整理等に関する条例議案に係る意見聴取に関する議案 

 
 
 令和元年９月高知県議会定例会提出予定の別紙議案に係る地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 29 条の規定に基づく高知県知事からの意見聴取

に対し、適当であると認めることについて、議決を求めます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高知県教育委員会事務委任等規則（平成４年教育委員会規則第１号） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。  

 (５) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。 





 

 

第   号 

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行による地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理等に関

する条例議案 

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理等に関する条例を次の

ように定める。 

 

令和元年９月 日提出 

 

高知県知事 尾﨑 正直 

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行による地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理等に関

する条例 

 

（職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の給与に関する条例（昭和29年高知県条例第34号）の一部を次のように改正

する。 

第21条第１項中「、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定により

失職し」を削り、同条第４項中「、若しくは失職し」を削る。 

第21条の２第２号中「（法第16条第１号に該当して失職した職員を除く。）」を削

る。 

第22条第１項中「、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定により

失職し」を削り、同条第２項第１号中「、若しくは失職し」を削る。 

第26条第６項中「当該各項に」を「これらの規定に」に改め、「、若しくは法第16条

第１号に該当して法第28条第４項の規定により失職し」を削り、「当該各項の」を「そ

れぞれ第２項又は第４項の規定の」に改める。 

（技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第２条 技能職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和32年高知県条例第56号）の一

部を次のように改正する。 

第３条第１項第９号及び第10号中「、若しくは失職し」を削る。 

（職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第３条 職員の退職手当に関する条例（昭和28年高知県条例第59号）の一部を次のように

別紙 



 

 

改正する。 

第12条第１項第２号中「（同法第16条第１号に該当する場合を除く。）」を削る。 

（企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第４条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年高知県条例第49号）の一

部を次のように改正する。 

第16条第２項第２号中「（同法第16条第１号に該当する場合を除く。）」を削る。 

（公立学校職員の給与に関する条例の一部改正） 

第５条 公立学校職員の給与に関する条例（昭和29年高知県条例第37号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第22条第１項中「、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定により

失職し」を削り、同条第４項中「、若しくは失職し」を削る。 

第22条の２第２号中「（法第16条第１号に該当して失職した職員を除く。）」を削

る。 

第23条第１項中「、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定により

失職し」を削り、同条第２項第１号中「、若しくは失職し」を削る。 

第27条第６項中「当該各項に」を「これらの規定に」に改め、「、若しくは法第16条

第１号に該当して法第28条第４項の規定により失職し」を削り、「当該各項の」を「そ

れぞれ第２項又は第４項の規定の」に改める。 

（警察職員の給与に関する条例の一部改正） 

第６条 警察職員の給与に関する条例（昭和29年高知県条例第15号）の一部を次のように

改正する。 

第21条第１項中「、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定により

失職し」を削り、同条第４項中「、若しくは失職し」を削る。 

第21条の２第２号中「（法第16条第１号に該当して失職した職員を除く。）」を削

る。 

第22条第１項中「、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定により

失職し」を削り、同条第２項第１号中「、若しくは失職し」を削る。 

第26条第７項中「当該各項に」を「これらの規定に」に改め、「、若しくは法第16条

第１号に該当して法第28条第４項の規定により失職し」を削り、「当該各項の」を「そ

れぞれ第２項、第３項又は第５項の」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年12月14日から施行する。 

 



 

 

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律の施行による地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理等に関する条例

議案について 

 

１ 条例改正の目的 

  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

の施行による地方公務員法の一部改正により成年被後見人等に係る欠格条項が削除されることに

伴い、関係条例について引用規定の整理等をしようとするもの 

 

２ 法改正の概要 

 (１) 目的 

成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人

（成年被後見人等）の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されな

いよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の措置を講ずる。 

 

 (２) 主な内容 

成年被後見人等に係る欠格条項（地方公務員法第16条第１号）の削除 

 

 (３) 施行期日 

   公布の日（令和元年６月14日）から起算して６月を経過した日 

 

３ 条例改正の概要 

(１) 対象条例 

ア 職員の給与に関する条例 

イ 技能職員の給与の種類及び基準に関する条例 

ウ 職員の退職手当に関する条例 

エ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

オ 公立学校職員の給与に関する条例 

カ 警察職員の給与に関する条例 

 

(２) 主な内容 

期末手当、勤勉手当、休職者の給与及び退職手当に関する規定において、地方公務員法第16

条第１号に該当して失職すると定められている文言を削除する。 

 

４ 施行期日 

  令和元年12月14日 

参考資料１ 



 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行による地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整

理等に関する条例議案説明 

 

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律（令和元年法律第37号）の施行による地方公務員法（昭和25年法律第

261号）の一部改正により成年被後見人等に係る欠格条項が削除されることに伴い、関係

条例について同法の引用規定の整理等をしようとするものである。 

 

参考資料２ 



 

 

新      旧      対      照      表 

新 

公立学校職員の給与に関する条例（抜粋） 

 

旧 

公立学校職員の給与に関する条例（抜粋） 

 

（期末手当） （期末手当） 

第22条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条から第22

条の３までにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞ

れ在職する職員に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職

し、又は死亡した職員（第27条第６項の規定の適用を受ける職員

及び人事委員会規則で定める職員を除く。）についても、同様と

する。 

第22条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条から第22

条の３までにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞ

れ在職する職員に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職

し、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定に

より失職し、又は死亡した職員（第27条第６項の規定の適用を受

ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。）について

も、同様とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た

額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た

額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

３ 略 ３ 略 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現

在）において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこ

れらに対する地域手当の月額の合計額とする。 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職

し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若

しくは失職し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき

給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の

合計額とする。 

５・６ 略 ５・６ 略 

第22条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の 第22条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の

参
考

資
料

３
 



 

 

規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、

支給しない。 

規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、

支給しない。 

(１) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に

法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員 

(１) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に

法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員 

(２) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に

法第28条第４項の規定により失職した職員 

(２) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に

法第28条第４項の規定により失職した職員（法第16条第１号に

該当して失職した職員を除く。） 

(３) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する

支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁

錮以上の刑に処せられたもの 

(３) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する

支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁

錮以上の刑に処せられたもの 

(４) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める

処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、そ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に

処せられたもの 

(４) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める

処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、そ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に

処せられたもの 

第22条の３ 略 第22条の３ 略 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第23条 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条において

これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対

し、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応

じて支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡

した職員（人事委員会規則で定める職員を除く。）についても、

同様とする。 

第23条 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条において

これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対

し、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応

じて支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、若しくは

法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定により失職し、

又は死亡した職員（人事委員会規則で定める職員を除く。）につ

いても、同様とする。 



 

 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、人事委員会規則で定める

基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の

各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、人事委員会規則で定める

基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の

各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次

項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の80

を乗じて得た額の総額 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若

しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しく

は失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額を加算した額に100分の80を乗じて得た額の総額 

(２) 略 (２) 略 

３～５ 略 ３～５ 略 

（休職者の給与） （休職者の給与） 

第27条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤

（地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）第２条第２項

及び第３項に規定する通勤をいう。）により負傷し、若しくは疾

病にかかり、法第28条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職

にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給す

る。 

第27条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤

（地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）第２条第２項

及び第３項に規定する通勤をいう。）により負傷し、若しくは疾

病にかかり、法第28条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職

にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給す

る。 

２ 職員が教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第14条（公立

の学校の事務職員の休職の特例に関する法律（昭和32年法律第

117号）において準用する場合を含む。第５項において同じ。）

の規定の適用を受ける場合を除き前項以外の心身の故障により、

法第28条第２項第１号に掲げる事由に該当して、休職にされたと

２ 職員が教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第14条（公立

の学校の事務職員の休職の特例に関する法律（昭和32年法律第

117号）において準用する場合を含む。第５項において同じ。）

の規定の適用を受ける場合を除き前項以外の心身の故障により、

法第28条第２項第１号に掲げる事由に該当して、休職にされたと



 

 

きは、その休職の期間が満１年に達するまでは、これに給料、扶

養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の

80を支給することができる。 

きは、その休職の期間が満１年に達するまでは、これに給料、扶

養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の

80を支給することができる。 

３ 略 ３ 略 

４ 職員が職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例（昭和

26年高知県条例第41号）第１条の２各号（県費負担教職員の任

免、分限及び懲戒に関する条例（昭和31年高知県条例第40号）の

規定により例によることとされる場合を含む。）のいずれかに掲

げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、こ

れに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞ

れの、同条第１号の場合にあっては100分の70以内、同条第２号

の場合にあっては人事委員会規則で定めるところにより100分の

100以内を支給することができる。 

４ 職員が職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例（昭和

26年高知県条例第41号）第１条の２各号（県費負担教職員の任

免、分限及び懲戒に関する条例（昭和31年高知県条例第40号）の

規定により例によることとされる場合を含む。）のいずれかに掲

げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、こ

れに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞ

れの、同条第１号の場合にあっては100分の70以内、同条第２号

の場合にあっては人事委員会規則で定めるところにより100分の

100以内を支給することができる。 

５ 略 ５ 略 

６ 第２項又は第４項に規定する職員が、これらの規定に規定する

期間内で第22条第１項に規定する基準日前１箇月以内に退職し、

又は死亡したときは、期末手当の支給日にそれぞれ第２項又は第

４項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。た

だし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでな

い。 

６ 第２項又は第４項に規定する職員が、当該各項に規定する期間

内で第22条第１項に規定する基準日前１箇月以内に退職し、若し

くは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定により失職

し、又は死亡したときは、期末手当の支給日に当該各項の例によ

る額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規

則で定める職員については、この限りでない。 

７ 略 ７ 略 

 

 


